
 

 

 
1. Exporter’s Name, Address and Country:

輸出者(モンゴル所在の、モンゴルから産品を輸出する者)
又はその代理人の名称、住所及び国名 

Certification No. Page Number 
/ 

 
AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND 

MONGOLIA FOR AN ECONOMIC 
PARTNERSHIP 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

Issued in                  
      (Country)  

2. Importer’s Name or Consignee’s Name, 
Address and Country: 

輸入者(日本に産品を輸入する者)又は荷受人の名称、    
住所及び国名 

3. Transport details (means and route) (as far as 
known): 
輸送の詳細（手段及び経路） 
（分かる範囲で） 
 
4.Item number (as necessary); Marks and 
numbers; Number and kind of packages; 
Description of good(s); HS tariff classification 
number (6 digits): 

産品毎の品番（必要に応じて）、記号・番号、包装の個数・

種類、産品名及び HS番号 

 

 

5. Origin 
criterion  
and other 
instances: 

原産地基準 

Ａ、Ｂ、Ｃの   

いずれかを記入 

 

6. Quantity 
(gross or net 
weight, or 
other quantity 
units):  

重量、数量、   
その他の数量 

 

7. Invoice 
number(s) 
and date(s): 

 

インボイスの 
番号及び日付 

8. Remarks: 
 

 

 

9. Declaration by the exporter or its authorized 
agent : 
 
I, the undersigned, declare that the good(s) is 
(are) (an) originating good(s) of         for the 
purposes of the Agreement between Japan and 
Mongolia for an Economic Partnership.  
 
 
 
Place and Date:  
 
Signature of authorized signatory: 
 
Name (printed): 
 
Company: 
 

10. Certification: 
 
The undersigned hereby certifies, on the basis of 
the documentation necessary to support this 
Certificate, that the above-mentioned good(s) is 
(are) considered as (an) originating good(s) 
of          . 
 
Competent governmental authority or Designee 
office: 
 
 
Stamp: 
 
 
 
Place and Date:  
 
Name (printed) and Signature:  

・積出港、積替港、荷卸港、船名又はフライト

番号を分かる範囲で記入。 

・｢遡及発給｣の場合、第 3欄に船積日を記載。

日本への輸入に用いられるインボイス（第

三国インボイスを含む。）の番号・日付。 

ただし、第三国インボイスの番号が不明の

場合には、輸出国で発行されるインボイス

の番号・日付。 

・産品毎に HS6 桁レベルでの HS 番号

（HS2012 版）を記載。 

・品名は、産品のインボイス上の品名と

実質的に同一でなければならない。 

・Ａは完全生産品、Ｂは原産材料のみからなる産品、 

Ｃは PSR を満たす産品を意味する。 

・加えて累積の規定を適用する場合には ACU、僅少の

非原産材料の規定を適用する場合には DMI を記載。 

産品ごとにグロス重

量又はネット重量若

しくはその他の数量

単位を記載。 

・紛失等の理由により「再発給」される場合には、新規の番号を付した新規の原産地証明書が発給され、第 8欄に

当初の原産地証明書の発給日と証明番号を記入。この場合、当初の原産地証明書は無効となる。「再発給」された

新規の原産地証明書の有効期間は、当初の原産地証明書の発給日から 1年間。 

・第三国でインボイスが発行される場合、第 8欄に「当該貨物のインボイスは非締約国で発給される」旨（例えば、

“The goods will be invoiced in a non-Party.”等）を記入。 

原産国の国名（MONGOLIA）を記入。 

輸出者(又は代理人)による記入。 

・証明書申請の日付 

・署名(自署又は電子的印刷) 

輸出締約国の権限のある当局又は 

発給機関による記入。 

・日付(原則として船積みの時まで 

⇒それより後の発給を「遡及発給」として扱う｡)

・押印 

・署名(自署又は電子的印刷) 

「遡及発給」の場合、第 8欄に「ISSUED RETROACTIVELY」と記載（記載欄が異なっ

ていても可）。ただし、第 3欄への船積日の記載のみでも可。 


